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結果

議案 第75号
原案を可決すべきもの
と決定

議案 第76号
原案を可決すべきもの
と決定

議案 第77号
原案を可決すべきもの
と決定

議案 第78号
原案を可決すべきもの
と決定

議案 第79号
原案を可決すべきもの
と決定

議案 第80号
原案を可決すべきもの
と決定

財産の無償譲渡について（神岡町旧白樺荘）

委員会の審査結果報告書

先に本委員会へ審査を付託されました議案の審査結果は、次のとおりでありますので
会議規則第１１０条の規定により報告します。

令和６年９月１７日

飛騨市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について

飛騨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情
報の提供に関する条例の一部を改正する条例について

坂下辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案番号 事　　　　件　　　　名

飛騨市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例について
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